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平成22年度電波の利用状況調査の評価について

諮問第１８号説明資料



電波の利用状況の調査、公表制度の概要

平成22年度電波の利用状況調査の概要

電波法に定める
3,000GHz以下の周波数の
電波の利用状況の調査

周波数区分ごとの
電波の有効利用の

程度の評価

調査・評価結果を踏まえ、周波数の再編を実施

電波監理審議会への諮問

【調査する事項】
〇 無線局の数
〇 無線局の具体的な使用実態
〇 他の電気通信手段への

代替可能性 等

３年を周期として、次に掲げる

周波数帯ごとに実施
① 3.4GHz超
② 770MHz超3.4GHz以下
（平成22年度調査対象）
③ 770MHz以下

調査及び評価結果の概要の公表

例
・現在、電波は有効に利用されて

いる
・使用帯域の圧縮が適当
・中継系の固定局は光ファイバ等へ

の転換が適当

国民の意見

例
・新規の電波需要に迅速に対応

するため、 電波再配分が必要
・既存の電波利用の維持が必要

③の調査 ②の調査 ①の調査
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（１）目 的： 技術の進歩に応じた電波の最適な利用を実現するため、次に掲げる周波数
帯ごとに、おおむね３年を周期として電波の利用状況を調査、電波の有効利用
の程度を評価する。

この評価結果を踏まえ、周波数割当計画の作成・改正を実施。

・770MHz以下
・770MHz超3.4GHz以下（平成２２年度調査の対象）

・3.4GHz超

「平成22年度電波の利用状況調査」の概要

平成22年度電波の利用状況調査の概要

（各周波数区分毎の合算値）
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（２）根拠条文： 電波法第26条の２

（３）調査対象： 平成22年３月１日現在において、770MHz超3.4GHz以下の周波数を利用する
無線局

（４）調査対象： 無線局数 約24,311.5万局
免許人数 約18.7万人

（５）調査事項： 免許人数、無線局数、通信量、具体的な使用実態、電波有効利用技術の
導入状況、他の電気通信手段への代替可能性 等

① 総合無線局管理ファイルを活用して、免許人数・無線局数等の集計・分析

（６）調査方法： 全国11の総合通信局等の管轄ごとに、次の調査を実施

② 免許人に対して、無線局の使用実態や電波の有効利用技術の導入状況

等を質問し、その回答を集計・分析



調査結果及び評価結果の概要 770MHz超3.4GHz以下の周波数区分全体

平成22年度電波の利用状況調査の調査結果及び評価結果

【 770MHz超3.4GHz以下の周波数全体】

【調査対象の周波数帯及びその傾向】

 平成22年度の電波の利用状況調査は、770MHz超3.4GHz以下の周波数帯を対象とし、当該周波数帯を７の周波数区分に分け、
その周波数区分毎に調査・評価を実施。

 本周波数帯全体の無線局数は、平成19年度192,751,332局から平成22年度243,114,760局に増加（26.1%増）。

 1.71GHz超2.4GHz以下の周波数を使用している無線局（1.7GHz帯/2GHz帯携帯無線通信に多く利用されている）の割合が最も大
きく63.5％、次いで770MHz超960MHz以下の周波数を使用している無線局（800MHz帯携帯無線通信に多く利用されている。）が
36.1％で、これら２区分の無線局で全無線局の99%以上を占めている。

【 調査対象周波数帯別の無線局数の推移 】 【周波数区分別の無線局数及び割合】
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調査結果及び評価結果の概要 周波数区分ごと①（770MHz超960MHz以下）

平成22年度電波の利用状況調査の調査結果及び評価結果

【770MHz超960MHz以下】

【現状】

 本周波数区分における無線局の割合は800MHz帯携帯無
線通信99.6%、800MHz帯MCA陸上移動通信0.3%。

 本周波数区分の無線局数は、平成19年度81,613,683局か
ら平成22年度87,751,984局に増加（7.5%増）。

 本周波数区分の9割以上を占める800MHz帯携帯無線通信
は7.6%増。800MHz帯MCA陸上移動通信は15.5%の減少となっ
ているが、今後、防災通信への利用や1.5GHz帯MCA陸上移
動通信の移行先として周波数需要が見込まれる。

【評価】

 700/900MHz帯における周波数再編の実現に当たっては、当該帯域における既存無線システムの周波数移行を目的として、その移行
費用を移行後の利用者が負担する新たな制度（電波法の一部を改正する法律（H23.5.26成立））により、迅速な周波数再編の実現をす
る。

〔800MHz帯映像FPU・特定ラジオマイク〕
700/900MHz帯の周波数割当の基本方針を踏まえ、周波数移行に向けた検討・作業を進めていくことが適当である。

〔800MHz帯MCA陸上移動通信・移動体識別（RFID）〕
・移行のための技術基準等を整備し、周波数移行を開始。
・MCA（端末）は930-940MHz、RFIDは国際的周波数との協調を踏まえて915-928MHz帯へ周波数移行を図ることが適当。

〔950MHz帯音声STL/TTL〕
携帯電話等の周波数利用ニーズや免許の有効期間を踏まえ、平成27年11月30日までに周波数移行することが適当。

〔パーソナル無線〕
最終使用期限（平成34年11月30日）を前倒しし、平成27年11月30日とすることが適当。

4

合計

800MHz帯

携帯無線

通信

800MHz帯

MCA陸上

移動通信

地域防災

無線通信

パーソナ

ル無線

特定ラジ

オマイク

（A型）

移動体識

別（構内

無線局・

登録局）

その他

平成19年度 81,613,683 81,221,712 313,043 31,962 27,947 17,390 834 795

平成22年度 87,751,984 87,417,506 264,373 26,037 20,370 19,956 3,008 734
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【19年度】 【22年度】

950MHz帯音声STL/TTL 13 12
800MHz帯映像FPU 141 114
900MHz帯電波規正用無線局 39 38
実験試験局 563 545
その他 39 25



調査結果及び評価結果の概要

平成22年度電波の利用状況調査の調査結果及び評価結果

【 960MHz超1.215GHz以下】

【現状】
 主な無線局の占める割合は、ATCRBS（航空交通管制用レーダー

ビーコンシステム）42.8%、航空DME/TACAN35.4%、ACAS（航空衝突
防止システム）20.4%。

 本周波数区分の無線局数は、平成19年度5,500局から平成22年
度5,318局に減少（3.3%減）。

【評価】

 電波利用システムの多くが国際的に使用周波数等が決められたシ
ステムであること等から、他の手段への代替及び他の周波数帯への
移行は総じて困難。

 レーダーについては更なる周波数の有効利用に向けて国際的な
整合性等を考慮しつつ、スプリアス低減技術及び周波数有効利用方
策技術等の開発を行い、導入を検討することが望ましい。

【 1.215GHz超1.4GHz以下】

【現状】

 主な無線局の占める割合は、1.2GHz帯アマチュア無線が99.9%。

 本周波数区分の無線局数は、平成19年度176,591局から平成22
年度144,932局に減少（17.9%減）。

周波数区分ごと③（1.215GHz超1.4GHz以下）

周波数区分ごと②（960MHz超1.215GHz以下）

【評価】

 電波利用システムの多くが国際的に使用周波数等が決められた
システムであること等から、他の手段への代替及び他の周波数帯
への移行は総じて困難。

 レーダーについては更なる周波数の有効利用に向けて国際的な
整合性等を考慮しつつ、スプリアス低減技術及び周波数有効利用
方策技術等の開発を行い、導入を検討することが望ましい。
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合計

ATCRBS（航

空交通管制

用ﾚｰﾀﾞｰﾋﾞｰ

ｺﾝｼｽﾃﾑ）

航空DME／

TACAN

ACAS（航空

機衝突防止

システム）

実験試験局

RPM（二次

監視レー

ダー用）

平成19年度 5,500 2,357 1,962 1,129 29 23

平成22年度 5,318 2,275 1,880 1,084 56 23
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平成19年度 176,591 176,347 155 39 0 26 13 11

平成22年度 144,932 144,719 97 38 32 23 13 10
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【1.4GHz超 1.71GHz以下】

平成22年度電波の利用状況調査の調査結果及び評価結果

【現状】

 主な無線局の占める割合は、1.5GHz帯携帯無線通信 90.4%、
1.5GHz帯MCA陸上移動通信 7.7%。

 本周波数区分の無線局数は、1.5GHz帯携帯無線通信の第２
世代移動通信システムの使用期限終了に伴い、平成19年度
31,800,898局から平成22年度771,241局に減少（97.6%減）。

調査結果及び評価結果の概要

【評価】

 電波利用システムの多くが有線系への代替が困難な移動業
務、衛星移動業務のシステムであること等から、他の手段への
代替及び他の周波数帯への移行は総じて困難。

 1.5GHz帯MCA陸上移動通信については800MHz帯MCA陸上
移動通信等、他の代替システムへの移行を円滑に進めることが
適当。また、利用動向を踏まえ、地域毎に使用期限（平成26年３

月31日まで）の前倒しを検討していくことが適当。

合計

1.5GHz帯

携帯無線

通信

1.5GHz帯

MCA陸上

移動通信

インマル

サットシス

テム

イリジウ

ムシステ

ム（携帯

移動地球

局）

実験試験

局

気象援助

業務※
その他

平成19年度 31,800,898 31,699,370 92,671 6,101 2,364 248 80 64

平成22年度 771,241 696,951 59,666 7,634 6,430 231 80 249
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【1.71GHz超 2.4GHz以下】

【現状】

 主な無線局の占める割合は、2GHz帯携帯無線通信64.7%、
1.7GHz帯携帯無線通信35.1%、PHS （登録局除く）0.2%。

 本周波数区分の無線局数は、平成19年度79,092,543局から平
成22年度154,295,710局に増加（95.1%増）。

 2GHz帯携帯無線通信は2.2倍、1.7GHz帯携帯無線通信は1.6
倍の増加。

【評価】

 1.7GHz帯においては、平成24年中に新たに10MHz幅の確保及
び東名阪限定の周波数帯域について使用可能地域の拡大を検
討すべき。

 2GHz帯のTDD方式の技術的検討・導入を図ることが適当。
 PHSについては使用周波数を縮小し、一部周波数について使用

期限（平成24年5月31日まで）までに円滑な周波数の移行を図る
ことが適当。

合計
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ＰＨＳ
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線
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周波数区分ごと⑤（1.71GHz超2.4GHz以下）

周波数区分ごと④（1.4GHz超1.71GHz以下） 6

※空中線電力が1kw未満の無線局（ラジオゾンデ）



調査結果及び評価結果の概要

【2.4GHz超 2.7GHz以下】

平成22年度電波の利用状況調査の調査結果及び評価結果

【2.7GHz超 3.4GHz以下】

周波数区分ごと⑦（2.7GHz超3.4GHz以下）

周波数区分ごと⑥（2.4GHz超2.7GHz以下）

【現状】
 主な無線局の占める割合は、広帯域移動無線アクセスシステム

59.9%、N-STAR衛星移動通信ｼｽﾃﾑ 29.4%。

 本周波数区分の無線局数は、平成19年度61,316局から平成22年
度144,694局に増加（2.4倍増）。

【評価】

 2.4GHz帯小電力データ通信システムをはじめ多数の無線局に利用
されるなど概ね適切に利用されている。

 広帯域移動無線アクセスシステムなどの需要増加を踏まえ、高速・
大容量化の対応を図るため、移動体通信システムの高度化技術の
導入や周波数の拡張を行うための技術基準を策定し、平成24年中
の実用化に向けて取り組むことが適当。

【現状】
 主な無線局の占める割合は、3GHz帯船舶レーダー89.9%、実験試

験局6.5%、ASR（空港監視レーダー）3.6%。

 本周波数区分の無線局数は、平成19年度801局から平成22年度
881局に増加（10.0%増）。

【評価】

 電波利用システムの多くが国際的に使用周波数等が決められた
システムであること等から、他の手段への代替及び他の周波数帯
への移行は総じて困難。

 レーダーについては更なる周波数の有効利用に向けて国際的な
整合性及び国際マーケットを考慮しつつ、スプリアス低減技術等の
導入に向け早期に制度改正の検討を進めることが望ましい。

合計
3GHz帯船舶

レーダー
実験試験局

ＡＳＲ（空港監

視レーダ）

位置及び距離

測定用レー
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平成22年度 881 792 57 32 0
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合計

N-STAR

衛星移

動通信

システム

2.4GHz

帯アマ
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線

その他

道路交

通情報

通信シ

ステム
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2.4GHz

帯移動

体識別

（構内無

線局）

2.4GHz

帯移動

体識別

（登録

局）

実験試

験局

広帯域

移動無

線アクセ

スシステ

ム

平成19年度 61,316 39,936 13,770 3,183 2,933 1,062 60 372 0

平成22年度 144,694 42,579 11,131 0 2,950 732 131 440 86,731
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参考 対象周波数帯の使用状況①（770MHz～1400MHz）
8
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特定
小電力

960

806

915
[MHz]

1400
[MHz]電波利用ホームページ 使用状況の詳細より抜粋

URL：http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/freq/search/myuse/use/index.htm
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電波
天文

無線航行
衛星

移動
衛星↑

PHS

IMTバンド IMT-2000

宇宙運用↑

IMTバンド IMT-2000 IMTバンド IMT-2000

IMTバンド ＩＭＴ-2000 IMTバンド 宇宙運用↓

1525

1610

1559

1626.5

1668.4
1660.5

1513

1455.35

：携帯電話 ：MCA1503.35

1465

1427
1427.9

GPS等

宇宙運用↑

移動
衛星↓

移動衛星↑ 電波
天文

気象援助
気象衛星

2075.5

2170

2110

2200

2255.5

2205.5

1850

1879.9

1784.9

1844.9

1749.9

2010

2025

1920

1884.5

1919.6

2025.5

公共業務（固定）

IMT（衛星↑） ルーラル加入者系無線 IMT（衛星↓） ルーラル加入者系無線

1400
[MHz]

2500
[MHz]

2290

1563.4

1578.4

IMT
バンド

1710 1980
[MHz]

1980
[MHz]

公共業務（固定・移動） 産業科学医療用（ISM）

無線LAN等

アマチュア

2497

2450

2483.5

2400

2300

2500

電波ビーコン（VICS）

IMTバンド
2700

2655

2690

2535

各種レーダー（ASR等）

移動衛星↓

移動衛星↑

電波天文

3400
[MHz]

広帯域移動無線
アクセスシステム

2630

2500
[MHz]

各種レーダー

3000



                                     資料２  

 

電波監理審議会会長会見用資料                  

 

                                平成２３年７月１３日  

 

 

 

基幹放送普及計画、基幹放送用周波数使用計画及び207.5MHz以上222MHz

以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針の各一部を変更す

る告示案について 

（平成２３年７月１３日 諮問第１９号） 

 

［東北３県における地上アナログ放送用周波数の使用期限延長に伴う制度整備］ 

 

 

 

 

 

 

 

                 （連絡先） 

                  電波監理審議会について 

                   総務省総合通信基盤局総務課 

                         （高橋課長補佐、北村係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８２９ 

                  諮問内容について 

                   総務省情報流通行政局地上放送課 

                         （原田課長補佐、安倍係長） 

                         電話：０３－５２５３－５７９１ 
 



諮問第１９号説明資料 

 

「基幹放送普及計画」、「基幹放送用周波数使用計画」及び「207.5MHz 以上

222MHz 以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針」の一部変更案

について 

（東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律の

制定に伴うアナログ放送用周波数の使用期限延長等に係る制度整備） 

 

１ 諮問の背景  

これまで、周波数の有効利用に資する地上デジタル放送への円滑な移行を

全国的に実現するため、関係者が一体となって地上デジタル放送の受信環境

の整備を推進してきたところであるが、平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災

により甚大な被害を受けた岩手県、宮城県、福島県（以下「東北３県」とい

う。）においては、法令上の期限である平成 23 年 7 月 24 日までに地上デジタ

ル放送の受信環境の整備が間に合わないと見込まれたため、当該地域におけ

る地上アナログ放送の周波数の使用の期限を最大１年間延長する等の措置を

規定した「東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関す

る法律」（電波法特例法）が平成 23 年 6 月 15 日に制定された。 

当該制度整備に伴い、東北３県における地上アナログ放送の延長期間等を

規定する必要があることから、関係する標記告示の一部変更を行う。 

 

２ 改正概要  

(1) 基幹放送普及計画（昭和 63 年郵政省告示第 660 号） 

東北３県における地上アナログ放送を平成24年３月31日まで延長する。 

(2) 基幹放送用周波数使用計画（昭和 63 年郵政省告示第 661 号） 

・ 東北３県における地上アナログ放送用周波数の使用期限を、平成 24

年３月 31 日まで延長する。 

・ 岩手県及び宮城県における地上デジタル放送用周波数のうち、周波数

移行（リパック）が必要な周波数の使用期限を、平成 25 年３月 31 日ま

で延長する。 

(3) 207.5MHz 以上 222MHz 以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関す

る指針（平成 22 年総務省告示第 183 号） 

V-High マルチメディア放送に係る周波数の使用は、東北３県においては

平成 24 年４月１日以降とする。 



 

３ 改正の考え方  

(1) 電波法特例法の成立以降、地元自治体、放送事業者等の関係者から現地

の状況や意向等を伺うなど、検討を進めた結果、 

  ① 辺地共聴施設の改修や「新たな難視」地区の対応など、国として行う

べき受信者対策は、年内には完了出来る見込みであること 

  ② 東北３県の地元住民のデジタル化対応をできるだけ丁寧にサポートす

べきであること 

  から、東北３県における地上アナログ放送の延長期限については、平成 24

年３月 31 日までとすることが適当と判断した。 

 

(2) 岩手県及び宮城県における地上デジタル放送用周波数のうち、周波数移

行（リパック）が必要な周波数の使用期限については、上記(1)を踏まえ、

地上アナログ放送の延長期限から１年後の平成 25 年３月 31 日とした。 

 

 (3) 東北３県における V-High マルチメディア放送に係る周波数の使用につ

いては、地上アナログ放送の延長期限後の平成 24 年４月１日以降とした。 

 

 

４ 施行期日  

公布の日 



「基幹放送普及計画」、「基幹放送用周波数使用計画」及び
「207.5MHz以上222MHz以下の周波数を使用する特定基地
局の開設に関する指針」の一部変更案について（概要）

〔基幹放送普及計画〕

○ 岩手県、宮城県、福島県における地上アナログ放送を平成24年3月31日まで延長する。

〔基幹放送用周波数使用計画〕

○ 岩手県、宮城県、福島県における地上アナログ放送用周波数の使用期限を平成24年3月31日
まで延長する。

○ 岩手県及び宮城県における地上デジタル放送用周波数のうち、周波数移行（リパック）が必要
な周波数（710‐770MHz）の使用期限を、平成25年3月31日まで延長する。（福島県はリパックなし。）

〔207.5MHz以上222MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針〕

○ V‐Highマルチメディア放送に係る周波数の使用は、岩手県、宮城県、福島県においては平成24
年4月1日以降とする。

現在
H23
7.24

H24
3.31

H25
3.31

地上アナログ
放送局

リパックが必要な
地上デジタル放送局

V‐Highマルチ
メディア放送局

H24
7.24

44
都道府県

３県

44
都道府県

３県

44
都道府県

３県

リパック後チャンネル

リパック後チャンネル

再編リパック期間

再編リパック期間

現用チャンネル

現用チャンネル



                                     資料３  

 

電波監理審議会会長会見用資料                  

 

                                平成２３年７月１３日  

 

 

 

周波数割当計画の変更について 

（平成２３年７月１３日 諮問第２０号） 

 

 

［東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律 

の制定に伴うアナログ放送用周波数の使用期限延長に係る制度整備に伴う制度整備］ 

 

 

 

 

 

 

 

                 （連絡先） 

                  電波監理審議会について 

                   総務省総合通信基盤局総務課 

                         （高橋課長補佐、北村係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８２９ 

                  諮問内容について 

                   総務省総合通信基盤局電波政策課 

                         （白石周波数調整官、金子第三計画係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８７５ 
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諮問第 20 号説明資料

 

 

周波数割当計画の一部変更案について 

（東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律 

の制定に伴うアナログ放送用周波数の使用期限延長に係る制度整備） 

 

 

１ 諮問の概要  
 

総務省は、周波数の有効利用に資する地上デジタル放送への円滑な移行を全国的に

実現するため、地上デジタル放送の受信環境の整備を推進してきたところであるが、

平成23年３月11日の東日本大震災により甚大な被害を受けた岩手県、宮城県及び福島

県においては、平成23年７月24日までに、地上デジタル放送の受信環境の整備が間に

合わないと見込まれたため、当該地域における地上アナログ放送の周波数の使用の期

限について、平成24年７月24日を限度として延長する等の措置を規定した、東日本大

震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律（平成23年法律第68号）

が平成23年６月15日に公布された。 

このため、当該制度整備に伴い、周波数割当計画に定められているアナログ放送用

周波数の使用期限等を延長する一部変更を行う。 

 

 ２ 改正概要  

（１）岩手県、宮城県及び福島県における地上アナログ放送用周波数の使用期限を平

成 24 年３月 31 日まで延長すること。 

（２）地上デジタル放送用周波数のうち、平成 24 年 7 月 24 日までに周波数移行（リ

パック）が必要な 710 から 770MHz の周波数の使用期限を、岩手県及び宮城県につ

いては、平成 25 年３月 31 日まで延長すること。 

 

３ 施行期日 

 

公布の日 



周波数割当計画の変更概要

１ 岩手県、宮城県及び福島県における地上アナログ放送用周波数
の使用期限を平成24年３月31日まで延長する。

２ 地上デジタル放送用周波数のうち、平成24年7月24日までに周波
数移行（リパック）が必要な710から770MHzの周波数の使用期限
を、岩手県及び宮城県については、平成25年３月31日まで延長す
る。

現在
平成２３年
７月２４日

平成２４年
３月31日

延長期間

平成２５年
３月31日

延長期間

アナログ放
送期限

710MHzか
ら770MHz
まで

デジタルリ
パック期限

2



                                     資料４  

 

電波監理審議会会長会見用資料                  

 

                                 平成２３年７月１３日  

 

 

 

無線局免許手続規則、基幹放送局の開設の根本的基準、 

基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令及び 

基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令の 

認定放送持株会社の子会社に関する特例を定める省令の 

各一部を改正する省令案並びに基幹放送普及計画及び 

基幹放送用周波数使用計画の各一部を変更する告示案について 

（平成２３年７月１３日 諮問第２１号） 

 

［V-Highマルチメディア放送の実現に向けた制度整備］ 

 

 

 

 

 

 

 

                 （連絡先） 

                  電波監理審議会について 

                   総務省総合通信基盤局総務課 

                         （高橋課長補佐、北村係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８２９ 

                  諮問内容について 

                   総務省情報流通行政局放送政策課 

                         （佐伯課長補佐、芦川係長） 

                         電話：０３－５２５３－５７７６ 
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諮問第 21 号説明資料 

 

 

無線局免許手続規則、基幹放送局の開設の根本的基準、基幹放

送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令及び基幹放送

の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令の認定放送持株

会社の子会社に関する特例を定める省令の各一部を改正する省

令案並びに基幹放送普及計画及び基幹放送用周波数使用計画の

各一部を変更する告示案について 
 

 

 

○ 諮問の内容 

地上テレビジョン放送のデジタル化に伴い利用可能となる周波数を用いて実現を図る新

たな放送であって 207.5MHz 以上 222MHz 以下の周波数を使用して行う放送（以下「V-High

マルチメディア放送」という。）について、平成 22 年９月に「207.5MHz 以上 222MHz 以下

の周波数を使用する特定基地局の開設計画」の認定を行った。 

本諮問事項は、V-High マルチメディア放送の無線局免許及び移動受信用地上基幹放送の

業務の認定に係る以下の規定を整備することを内容とする。 

 

 

Ⅰ 無線局免許に係る制度整備について 

 

(1) 無線局免許手続規則の一部改正関係 

移動受信用地上基幹放送をする特定基地局の免許の申請に当たり、省略できる記載事項

（事業収支見積り、事業計画等）を定める。 

 

(2) 基幹放送局の開設の根本的基準の一部改正関係 

移動受信用地上放送をする特定基地局の免許に当たっては、その局に係る開設指針の規

定に基づくものでなければならない旨を定める。 

 

(3) 基幹放送用周波数使用計画の一部変更関係 

207.5MHz 以上 222MHz 以下の周波数を、V-High マルチメディア放送に使用される周波数 

として定める。 
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Ⅱ 移動受信用地上基幹放送の業務の認定に係る制度整備について 

 

(4) 基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令の一部改正関係 

移動受信用地上基幹放送の業務に係る表現の自由の享有基準に関し、一の者（当該者を

支配する者、支配される者を含む。※）が保有できるセグメント数は13を上限とする。 

※ 「支配」の基準は、議決権の33.33333%以上の保有、役員の1/5超の兼任又は代表権を有する役員・常勤役員の兼任。 

 

(5) 基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令の認定放送持株会社の子会社

に関する特例を定める省令の一部改正関係 

  同上 

 

(6) 基幹放送普及計画の一部変更関係 

  V-High マルチメディア放送を国民に最大限に普及させるための指針、表現の自由の享有

のための指針等を定めるとともに、当該放送に係る放送番組の数の目標を「10 程度」と定

める。 

 

 



無線局免許手続規則、基幹放送局の開設の根本的基準、基
幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令及び
基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令の
認定放送持株会社の子会社に関する特例を定める省令の各
一部を改正する省令案並びに基幹放送普及計画及び基幹放
送用周波数使用計画の各一部を変更する告示案について

情報流通行政局

平成２３年７月

諮問第２１号 参考資料１



90～108MHz帯
（1～3ch）

170～222MHz帯
（4～12ch）

470～770MHz帯
（13～62ch）

アナログ
テレビ放送

アナログ
テレビ放送

アナログテレビ放送
デジタルテレビ放送

【デジタル化後】
（「周波数割当計画」（平成19年12月6日総務省告示））

ガ
ー
ド
バ
ン
ド

自営通信
（安全・安心の確保）

放送
（移動体向けの

ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ放送等）

18MHz幅 32.5MHz幅 14.5MHz幅

放送
（移動体向けの

ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ放送等）

VHF帯 UHF帯

108 170 202.5 207.5 222

710～770MHz170～222MHz90～108MHz

90

デジタルテレビ放送
（13～52ch）

移動通信又は
テレビジョン以外の放送

移動通信
（53～62ch）

テレビジョン
以外の放送

18MHz幅 52MHz幅 60MHz幅

90 108 170 222 710 770

地上テレビジョン放送のデジタル移行完了後の空き周波数の有効利用

V-Highマルチメディア放送 1

・携帯電話
・ITS（Intelligent Transport System：高度道路交通シス

テム） に使用することを予定。



・ 輻輳のない放送の特性を活
かした迅速な災害情報の提供

・ リアルタイムな情報提供

・ 音楽や大容量の動画を蓄積
する視聴サービス

・ 電子教材の提供など ・ 電子新聞、電子雑誌の提供

・ 道路・交通情報の提供

・ 災害時のドライバーへの情
報提供

○ 携帯端末（携帯電話、タブレット端末、カーナビ、ゲーム機等）向けに「放送」として様々なサービスを効率提供。

○ 有料放送（蓄積型番組の課金モデル）/無料放送（広告モデル）の組み合わせが可能。

交通情報

教育・福祉 新聞・雑誌

音楽・ゲーム・
映画・ドラマ

ニュース・天気・
スポーツ中継

災害情報

2

放送波による
一斉同報

V-Highマルチメディア放送のサービスイメージ



V-Highマルチメディア放送に係る制度整備の流れ

3

①意見募集結果の公表
②参入希望調査結果の公表

①委託放送事業者（ソフト事業者）の認定
に係る制度整備の考え方についての
意見募集

②参入希望調査

H22.10.28

H22.12. 3

制度整備案の意見募集（~4.4） ＜主な意見＞

○ 参入枠について
・ 一の事業者にまとまった帯域を割り当てるべき。

○ 選定基準について
・ 多様なサービスの可能性を否定することなく、また、新
しいメディアに対する委託放送事業者の創意工夫の自
由度を奪うような制度とすべきではない。
・ ベンチャー企業等、多種多様なコンテンツプロバイダ
の参画を念頭に制度整備が行われることを期待。

＜参入希望調査の結果＞
○ ６者から提出

比較審査の結果、受託放送事業者
（ハード事業者）を選定

H22. 9. 9

・ （答申得た後）制度を確定
（官報公示）

・ 申請受付・審査
・ 電波監理審議会へ諮問の上、認定

【今後実施する事項】

（参考）受託放送・委託放送制度【経緯】

受託放送事業者 （ハード事業者）

事業者
Ａ

事業者
Ｂ

委託

委託放送事業者 （ソフト事業者）

・・・・（複数）

放送
波

H23. 3. 5

制度整備案の一部を
電波監理審議会へ諮問

H23. 7.13

※放送法等の一部を改正する法律（H22法65）の施行に伴い、ハード・ソフト分離制

度が一般化されたことにより、改正後は受託放送、委託放送の文言は法律上なく
なっている。（基幹放送事業者、基幹放送局提供事業者として一般化。）



無線局免許（ハード）に係る制度整備

（１） 無線局免許手続規則の一部改正【省令】
移動受信用地上基幹放送をする特定基地局の申請に当たっては、既に開設計画において

提出されているため、以下の記載事項を省略できることとする。
①無線設備の工事費の支弁方法
②無線局の運用費及びその支弁方法

③事業収支見積り及び事業計画
※ 免許申請に当たって省略できない記載事項としては、無線設備の設置場所、無線設備の工事落成、予定期

日、
運用開始の予定期日、放送区域、他者と混信措置等の契約があるときにはその内容等が挙げられる。

（２） 基幹放送局の開設の根本的基準の一部改正【省令】
移動受信用地上基幹放送をする特定基地局の条件として、その局に係る開設指針の規定

に基づくことを追加。

（３） 基幹放送用周波数使用計画の一部変更【告示】
総務大臣が、放送をする無線局に使用させることのできる周波数及びその周波数の使用に

関し必要な事項を定める「基幹放送用周波数使用計画」に、V-Highマルチメディア放送を行う
基幹放送局に使用させることのできる周波数として207.5MHｚ以上222MHｚ以下の周波数を定
める。

4



移動受信用地上基幹放送の業務の認定（ソフト）に係る制度整備①

（参考・非諮問事項） 申請枠の設定
・ 207.5-222MHzの14.5MHzにおいては、合計33セグメントが利用可能。

13セグメント形式のOFDMフレーム（以下「13セグメント領域」という。）×２ （26セグメント分）
１セグメント形式のOFDMフレーム（以下「１セグメント領域」という。） ×７ （７セグメント分）

・ 13セグメント領域には、以下の３つの申請枠を設ける。
－大規模枠：13セグメントを使用する者（１者）
－中規模枠：７、８、９又は10セグメントを使用する者（１者）
－小規模枠：１、２又は３セグメントを使用する者（１者又は複数者）
注） 小規模枠は、13セグメントから、中規模枠で認定された者が使用するセグメント数を除いたセグメント数を

上限とする。ただし、当該セグメント数は６を上限とする。

・ １セグメント領域における申請の単位は、１セグメントとする。（最大７者）

（４） 基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令
（５） 基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令の認定放送持株会社の子会社

に関する特例を定める省令の一部改正

基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されることを確保する観点か
ら、原則として、一の者が支配することのできるセグメント数（基準セグメント数）の上限を13と
して、移動受信用地上基幹放送の業務の認定を受けることが可能。

※ 支配基準は、①1/3以上の議決権の保有、②1/5超の役員兼任、又は ③代表権を有する役員又は常勤役員兼任
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6

移動受信用地上基幹放送の業務の認定（ソフト）に係る制度整備②

（６） 基幹放送普及基本計画の一部変更【告示】
総務大臣が基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るために定めている「基幹放

送普及計画」について、V-Highマルチメディア放送については、以下の事項を定める。

① 基幹放送を国民に最大限に普及させるため指針
移動する受信設備により受信されるという特性や、影像、音響、信号等の情報やリアルタ

イム型放送番組・蓄積型番組の放送番組の形態を組み合わせることができるという特性を
生かしたサービスの推進に配慮する。

② 基幹放送による表現の自由の享有のための指針
・ できるだけ多くの者に対して放送を行う機会を開放する。
・ 放送の特性を生かしたサービスの実現に十分配慮する。

③ 放送対象地域ごとの放送番組の数の目標
・ 放送番組の数の目標を「１０程度」と定める。



一項目でも不適合＝拒否処分

・ 番組準則（公序良俗、政治的公平等）の遵守 ・ 表現の自由の享有（１者当たり13セグメントを上限）

・ 番組基準の策定、番組審議機関の設置 ・ 災害放送の実施
・ 個人情報の保護 ・ 設備の保守・管理、障害時の対応体制
・ 有料放送の提供条件の説明、苦情処理 ・ 欠格事由（外資規制及び処罰歴） 等

絶対審査項目 （放送法関係審査基準第１０条の３及び認定方針第３条）

【絶対審査項目に適合する申請が割当て枠数を超えた場合】

・ 事業計画の適正性及び確実性 ・ 放送番組の制作及び調達に係る取引の適正性
・ 放送番組の多様性 等の確保
・ マルチメディア放送の特性を生かした ・ 国内受信者の利益の確保

サービスの推進 ・ 受信設備の普及に関する事項
・ 青少年の保護 等

注）一部の項目については、申請枠によって適用しない。

比較審査基準 （認定方針第４条）

適合性の高いものを認定

今回の諮問内容と合わせて改正等を行う主な制度整備案の概要は以下のとおり。

（参考・非諮問事項）移動受信用地上基幹放送の業務の認定審査項目について

・ 放送法関係審査基準【一部改正】
・ 平成２３年●月●日から同年●月●日まで（※申請受付期間を記入）申請を受け付ける移動受信用
地上基幹放送 (207.5MHzから222MHzまでの周波数を使用して行うものに限る。）の業務の認定に係る
認定方針（以下「認定方針」という。）【新設】
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